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�愛媛県告示第８１５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、重信町長から次の区域内の小字を全部廃止する旨の

届出があった。

上記の処分は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）

の規定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生

ずる。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８１６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 字の廃止（重信町）…………………………………………………４２５

○ 介護機関（居宅介護事業者）の指定………………………………４２５
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○ 道路の区域変更（県道佐田岬三崎線）……………………………４３３
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○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………４３４

○ 落札者等の告示（２件）……………………………………………４３４

任 免 辞 令
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大字名 小字名 地 番 摘 要

大字田窪 字海稲 １５２１の１、１５２１の５、１５２２の３、１５２５
の３、１５２６の２、１５２６の３、１５２７から
１５３１まで、１５３２の３及び１５３２の５

これに伴
う道路、
水路等を
含む。

字水木 １７２４の３、１７２５の３、１７２６の３、１７２７
の３、１７２８の２、１７２９から１７３３まで、
１７３４の１から１７３４の３まで、１７３５から
１７３７まで、１７３８の１、１７３９の１、１７４０
の１、１８２９の１、１８３０の１、１８３１の１
及び１９８８

字外分 １９７６の３、１９８０、１９８２、１９８３、１９８４の
１、１９８４の２、１９８５の１から１９８５の３
まで、１９８６、１９８７、１９８９、１９９０、１９９４
、１９９５、１９９６の１から１９９６の３まで、
１９９７の１、１９９７の２、１９９８、１９９９の１
、１９９９の２、２００３の１、２００３の２、２０
０４、２００６、２００７の１、２０１２の６、２０３２
の１、２０３２の４、２０３２の５、２０３４の３
、２０３６の１及び２４１４

○ 県議会任免辞令………………………………………………………４３５

正 誤

○ 平成１６年４月６日付け第１５４７号愛媛県告示第７６７号（土地改

良区役員の退任の届出）中…………………………………………４３５

○ 平成１６年４月６日付け第１５４７号愛媛県告示第７６８号（土地改

良区役員の退任の届出）中…………………………………………４３５

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第１５４９号 平成１６年４月１３日

平成１６年４月１３日火曜日 第１５４９号

愛 媛 県 報

４２５
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�愛媛県告示第８１７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８１８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

キングタクシー株式会社 今治市延喜甲２４０番地４ 今治介護 今治市延喜甲２４０番地４ 平成１６年３月１８日

社会福祉法人なごみの会 今治市別名２５１番地 今治なごみ苑 今治市別名２５１番地 平成１６年３月１０日

有限会社しらさぎ 大洲市平野町野田２７５１番地
２

ヘルパーステーションしら
さぎ宇和島事業所

宇和島市川内大黒田甲２０９６
番地４ 平成１６年３月２９日

株式会社トーカイ 香川県高松市鶴市町２０２５番
地３

株式会社トーカイ大洲出張
所

大洲市菅田町菅田甲１３１２番
地１アネックス堀川１階 平成１６年２月１８日

株式会社アライアンス 川之江市川之江町４７４番地
２ アライアンス 川之江市川之江町４７４番地

２ 平成１６年２月２７日

中 村 貢 伊予市米湊７８６番１ 中村脳神経外科 伊予市米湊７８６番１ 平成１６年２月１日

有限会社あいらんど 伊予市下三谷２２７８番地１ グループホームあいらんど 伊予市下三谷２２７８番地１ 平成１６年２月２４日

株式会社ライフネット 北条市辻７７１番地４ ライフネット訪問介護事業
所 北条市辻７７１番地４ 平成１６年２月２７日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

宇和島ハイヤー株式会社 宇和島市丸之内一丁目１番
７号 宇和島介護サービス

（変更後）
宇和島市丸之内一丁目１番
７号

平成１５年９月１日
（変更前）
宇和島市恵美須町一丁目６
番１８号

有限会社アポトライ 宇和島市丸之内３－２－１ ラポールヘルパーステーシ
ョン

（変更後）
宇和島市恵美須町一丁目１
番１号

平成１５年８月４日
（変更前）
宇和島市恵美須町一丁目１
番３号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケアサポートさく
ら

宇和島市住吉町二丁目３番
３５号 ケアサポートさくら

（変更後）
宇和島市大宮町二丁目５番
２０号

平成１６年１月１３日
（変更前）
宇和島市住吉町二丁目３番
３５号

愛 媛 県 報平成１６年４月１３日 第１５４９号

４２６



��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第８２１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

北宇和郡津島町大字増穂丁５９８の１９５、丁１０７５の１６２

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第８１９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８２０号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第１８条及び第３２条の規定により、家畜人工授精師の免許証を次のとおり交付した

。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

フジエース株式会社 伊予郡松前町徳丸１３３８－１ フジエース株式会社 伊予郡松前町徳丸１３３８－１ 平成１５年１２月３１日

瀬戸町 西宇和郡瀬戸町三机乙３００３
番地の６

瀬戸町国民健康保険大久診
療所川之浜出張診療所

西宇和郡瀬戸町川之浜１１９７
番地 平成１４年８月１日

免 許
番 号

免 許
年 月 日

家 畜
の

種 類
免 許
資 格 本 籍 地 現 住 所 氏 名

生 年 月 日

第１７７７号 平成１６年４月１３日 牛 家畜人工授精
の業務 愛 媛 県 今治市黄金町四丁目１番１８ 塩 見 仁 士

昭和５５年４月２１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 湯山高縄北条線 北条市九川字大薮乙３０７番２８
旧 ５．６～１０．４ ０．０５６

新 ６．７～２５．４ ０．０５６

〃 〃 北条市九川字市後乙３１６番５６
旧 ９．８～１１．０ ０．０１１

新 １２．６～１３．７ ０．０１１

〃 〃 北条市九川字市後乙３１７番３２
旧 ９．８～１５．０ ０．０２７

新 １３．０～３１．５ ０．０２７

〃 〃
北条市横谷字子ゴロ乙４４０番６８から

同市横谷字谷口ヨリ中谷迄丁１３０番３まで

旧 ７．２～２０．６ ０．１４５

新 １５．６～４０．６ ０．１４５

愛 媛 県 報平成１６年４月１３日 第１５４９号

４２７
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�愛媛県告示第８２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃 北条市横谷字足谷乙２５０番１４
旧 ４．１～８．０ ０．１２０

新 １９．６～２４．２ ０．１２０

〃 〃
北条市横谷字サヲ田乙２６４番４から

同市横谷字足谷乙２６８番２まで

旧 ５．０～８．８ ０．０５４

新 ９．０～１２．８ ０．０５４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 湯山高縄北条線 北条市九川字大薮乙３０７番２８ 平成１６年４月１３日

〃 〃 北条市九川字市後乙３１６番５６ 〃

〃 〃 北条市九川字市後乙３１７番３２ 〃

〃 〃
北条市横谷字子ゴロ乙４４０番６８から

同市横谷字谷口ヨリ中谷迄丁１３０番３まで
〃

〃 〃 北条市横谷字足谷乙２５０番１４ 〃

〃 〃
北条市横谷字サヲ田乙２６４番４から

同市横谷字足谷乙２６８番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 粟井浅海線
北条市萩原字スベリ石甲４２０番２から

同市萩原字ソリ甲２８７番４まで

旧 ３．８～１７．０
７．５～１５．２

０．２４３
０．０５５

新 ７．５～１５．２ ０．０５５

愛 媛 県 報平成１６年４月１３日 第１５４９号

４２８
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�愛媛県告示第８２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 北条玉川線
北条市中村字井手ノ上甲８７番４から

同市儀式字鎌居口乙３５１番２まで

旧 ６．５～２１．８
１１．５～３８．０

０．１８５
０．２０７

新 １１．５～３８．０ ０．２０７

〃 〃
北条市儀式字鎌井口甲５５２番３から

同市儀式字白佐古甲８０番２まで

旧 ４．０～３５．０
１１．５～４８．５

０．７８０
０．４９２

新 １１．５～４８．５ ０．４９２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 湯山高縄北条線
北条市善応寺字漢音堂甲７１３番３から

同市別府２１７番２まで

旧 ２．６～１８．０
１２．０～２６．５

１．８９４
１．８５５

新 １２．０～２６．５ １．８５５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 湯山高縄北条線
北条市九川字中山乙５６４番５から

同字乙５６３番２まで

旧 ４．６～９．６
９．０～２１．０

０．１４４
０．０９８

新 ９．０～２１．０ ０．０９８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
上浮穴郡美川村七鳥２３３２番４から

同村七鳥２００２番まで

旧 ３．０～２７．０
１３．５～４９．５

０．８３７
０．８１５

新 １３．５～４９．５ ０．８１５

愛 媛 県 報平成１６年４月１３日 第１５４９号

４２９
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�愛媛県告示第８３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号 上浮穴郡柳谷村大字柳井川字本村３１７９番３
旧 １３．７～１６．３ ０．００９

新 １６．１～１９．３ ０．００９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号 上浮穴郡柳谷村大字柳井川字本村３１７９番３ 平成１６年４月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡柳谷村大字西谷字郷角１３２８８番４から

同字１２７１９番１１まで

旧 ７．１～３６．２
１５．１～５７．５

０．２２１
０．１５２

新 １５．１～５７．５ ０．１５２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８０号
上浮穴郡小田町大字町村３９２番２から

同大字６２１番まで

旧 ４．２～４９．０
１２．０～５０．０

０．７４１
０．３８２

新 １２．０～５０．０ ０．３８２

県 道 小田柳谷線
上浮穴郡小田町大字町村３９０番から

同大字４４９番４まで

旧 ０．０ ０．０００

新 １７．０～５７．０ ０．２９０

愛 媛 県 報平成１６年４月１３日 第１５４９号

４３０
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�愛媛県告示第８３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田柳谷線
上浮穴郡小田町大字本川２７２１番４から

同大字３０８４番２まで

旧 ４．５～１６．０
１２．０～４６．０

０．７８８
０．８５７

新 １２．０～４６．０ ０．８５７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予郡中山町大字栗田甲７７番地先から

同町大字佐礼谷乙５７６番５まで

旧 ４．５～１２．２ ０．１５０

新 ５．３～４１．２ ０．１１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線
伊予郡中山町大字栗田甲７７番地先から

同町大字佐礼谷乙５７６番５まで
平成１６年４月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
西予市野村町蔵良２７９５番３から

同町蔵良２１５９番２まで

旧 ４．７～２１．０ ０．２０４

新 １１．５～６０．０ ０．２０４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
西予市野村町蔵良２７９５番３から

同町蔵良２１５９番２まで
平成１６年４月１３日

愛 媛 県 報平成１６年４月１３日 第１５４９号

４３１
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�愛媛県告示第８３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線
喜多郡内子町石畳３３２２番２から

同町石畳５２３７番まで

旧 ４．４～１１．０ ０．３６３

新 ８．１～８３．２ ０．３６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子双海線
喜多郡内子町石畳３３２２番２から

同町石畳５２３７番まで
平成１６年４月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
喜多郡河辺村大字北平２４６５番１地先から

同大字２４５３番３まで

旧 ３．６～１３．０ ０．１２４

新 ５．７～３５．６ ０．１２４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
喜多郡河辺村大字北平２４６５番１地先から

同大字２４５３番３まで
平成１６年４月１３日

愛 媛 県 報平成１６年４月１３日 第１５４９号

４３２
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�愛媛県告示第８４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡瀬戸町田部字ハキヤマ１４０１番２から

同字１３９６番３まで
平成１６年４月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 佐田岬三崎線
西宇和郡三崎町正野６４６番２から

同町正野６４５番２まで

旧 ６．３～９．６ ０．０３７

新 ７．６～１９．７ ０．０３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 佐田岬三崎線
西宇和郡三崎町正野６４６番２から

同町正野６４５番２まで
平成１６年４月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 肱川公園線
西予市野村町予子林５２５８番４から

同町予子林５４０４番８まで

旧 ８．０～３６．４ ０．２３７

新 １２．５～４３．５ ０．２３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線
西予市野村町予子林５２５８番４から

同町予子林５４０４番８まで
平成１６年４月１３日

愛 媛 県 報平成１６年４月１３日 第１５４９号

４３３
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�愛媛県告示第８４８号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第３項

の規定により、重信町田窪土地区画整理組合理事長近藤正平

から次のとおり換地処分した旨の届出があった。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 土地区画整理事業の名称

重信町田窪地区土地区画整理事業

２ 施行区域

重信町大字田窪字水木、字海稲、字外分の各一部

３ 換地処分年月日

平成１６年３月１５日

�愛媛県告示第８４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８４９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８５０号
次のとおり落札者を決定した。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８５１号
次のとおり落札者を決定した。

平成１６年４月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 喜路能登線
宇和島市日振島８０３番地先から

同市日振島７２６番地先まで

旧 １４．０～５０．８ ０．４０５

新 １４．０～６２．２ ０．４０５

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第５５号

平成１６年３月２９日
伊予郡砥部町高尾田３８番、３９番、４０番、４１番及び４２番

伊予郡砥部町高尾田７４４番地
門 田 エ ミ 子

１５西局丹土（開）第２５号

平成１６年３月３０日

周桑郡小松町大字新屋敷字船山下甲１３３５番６、甲１３３６番１及び甲１３
３８番２

周桑郡小松町大字新屋敷甲１８８０番地
尾 上 和 虎

落札に係る特定役務の
名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

庁内ＬＡＮシステム運
用管理業務 一式

愛媛県企画情報部管
理局情報政策課
愛媛県松山市一番町
四丁目４番地２

平成１６年３月２９日
株式会社トゥワード
松山市三番町四丁目７
番地１０

３４，９６５，０００円 一般競争入札 平成１６年２月１７日

落札に係る特定役務の
名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

愛媛情報スーパーハイ
ウェイネットワークシ
ステム運用管理・保守
業務 一式

愛媛県企画情報部管
理局情報政策課
愛媛県松山市一番町
四丁目４番地２

平成１６年３月２９日
株式会社ＳＴＮｅｔ
高松市春日町１７３５番地
３

１２９，９９０，０００円 一般競争入札 平成１６年２月１７日

愛 媛 県 報平成１６年４月１３日 第１５４９号
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任 免 辞 令

�定年退職
平成１６年３月３１日定年退職

愛媛県議会事務局長 佐 野 武 秀

�������
�任免辞令

４月１日

愛媛県事務吏員 山 岡 昌 徳

愛媛県議会事務局長に任命する

愛媛県議会事務局長 山 岡 昌 徳

愛媛県議会図書室長を命ずる

正 誤

�正 誤

平成１６年４月６日付け第１５４７号愛媛県告示第７６７号（土地

改良区役員の退任の届出）中

�������
�正 誤

平成１６年４月６日付け第１５４７号愛媛県告示第７６８号（土地

改良区役員の退任の届出）中

ページ 箇 所 誤 正

３７６ 表の氏名の欄
中 近 藤 亀 越 智 邦 利

３７６ 表の住所の欄
中

松山市中野町甲２１３
番地１

今治市桜井３丁目９
番４３号

ページ 箇 所 誤 正

３７６ 表の氏名の欄
中 越 智 邦 利 近 藤 亀

３７６ 表の住所の欄
中

今治市桜井３丁目９
番４３号

松山市中野町甲２１３
番地１

愛 媛 県 報平成１６年４月１３日 第１５４９号

４３５



平成１６年４月１３日 印刷
平成１６年４月１３日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円４３６

愛 媛 県 報平成１６年４月１３日 第１５４９号


